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新
あたら

しい年
ねん

度
ど

がはじまって、１
いっ

ヶ
か

月
げつ

がたちました。 

 新学期
しんがっき

のつかれが出始
で は じ

めるこの時期
じ き

。「なんとな

く体
からだ

がだるい」「なんとなく元気
げ ん き

がない」などいつもと違
ちが

うことが

あれば、「いつもより早
はや

く寝
ね

る」「すきなことをしてリラックスする」

など、体
からだ

も心
こころ

もゆっくり休
やす

ませましょう。 

 

1 日（金） 視力
しりょく

・聴 力
ちょうりょく

検査
け ん さ

（３年
ねん

） 

 ７日（木） 視力
しりょく

・聴 力
ちょうりょく

検査
け ん さ

（２年
ねん

） 

８日（金） 視力
しりょく

検査
け ん さ

（１年
ねん

） 

11 日（月） 視力
しりょく

検査
け ん さ

（なかよし・欠席者） 

１４日（木） 耳鼻科
じ び か

検診
けんしん

（３年
ねん

・なか・抽 出 者
ちゅうしゅつしゃ

） 

１５日（金） 心臓
しんぞう

検診
けんしん

（１・４年
ねん

・選別者
せんべつしゃ

） 

２７日（水） 尿検査配付日
にょうけんさはいふび

 

２８日（木） 尿検査
にょうけんさ

回収日
かいしゅうび

 

２９日（金） 歯
は

みがきカラーテスト配付
は い ふ

日
び

 

 

 

５月のほけんもくひょう 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日本スポーツ振興センターの災害給付制度について 
学校の活動中にけがをした場合、日本スポーツ振興センター「災害給付金」を申請できます。 

★対象★ 

○学校管理下（学校での活動はもちろん、通学路を使用しての登下校を含む）のけが・事故や疾病  

（熱中症・食中毒など） 

○病院の窓口で１５００円以上（全医療費が５０００円以上）…接骨院はこの限りではありません 

＊川口市では小・中学生の医療費が助成されています。しかし、学校の活動中のけが・事故は、川口市の助成制度

の対象になりません。窓口で医療費を支払い、日本スポーツ振興センター災害給付制度の書類により学校へ申請

してください。後日、給付金（３割＋お見舞い金１割）が支給されます。なお、川口の助成制度を使用した場合

でも、対象のけがであればお見舞い金１割が支給されます。 

★手続きのしかた★ 

①学校の活動中のけがで病院に行ったことを、担任もしくは養護教諭に伝えてください。 

②必要な書類をお渡ししますので、医療機関・薬局で記入してもらい保健室に提出してください。 

③保健室から市教育委員会へ必要書類を提出します。（２～３ヶ月後に給付金が振り込まれます） 

★請求に関する注意事項★ 

①初診日から２年以内に初回の申請がないと、時効になります。 

②医療費の給付は、初診の日から最長１０年間支給されますが、給付事由が生じた日から２年間

請求がないと、時効になります。 

耳鼻科
じ び か

検診
けんしん

の抽出者
ちゅうしゅつしゃ

は、 

保健
ほ け ん

調査票
ちょうさひょう

の 耳鼻科
じ び か

の

一部
い ち ぶ

の欄
らん

にチェックのある

児童
じ ど う

等
など

が対象
たいしょう

です。 


